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働き方改革に関するお悩みにお答えします。

働き方改革に関する説明会を実施しております。
ご希望の際にはご連絡ください。

個別のご相談にも対応しております。
・36協定の新様式がよくわからない。
・有休付与の義務化とは？
・時間外労働上限規制の対象となるの？
etc.

三原労働基準監督署 相談・支援班 0848-63-3939

業務改善助成金のご案内



熱中症対策の取り組みをお願いします

令和４年５月～９月

― 熱中症予防対策の徹底を図ろう ―

STOP！熱中症

労働災害防止キャラクター

職場における熱中症により、毎年約20人が亡くなり、約600人が４日以上仕事を休ん

でいます。夏季を中心に「STOP！熱中症 クールワークキャンペーン」を展開し、職

場での熱中症予防に取り組みましょう！

4月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

５/１ ９/30

重点取組期間

●実施期間：令和４年5月1日から9月30日まで（準備期間４月、重点取組期間７月）

準備期間

キャンペーン期間

重点取組期間（７月１日～７月31日）
□ 実施した対策の効果を再確認し、必要に応じ追加対策を行いましょう。

□ 特に梅雨明け直後は、WBGT値に応じて、作業の中断、短縮、休憩時間の確保を徹底しましょう。

□ 水分、塩分を積極的に取りましょう。

□ 各自が、睡眠不足、体調不良、前日の飲みすぎに注意し、当日の朝食はきちんと取りましょう。

□ 期間中は熱中症のリスクが高まっていることを含め、重点的に教育を行いましょう。

□ 休憩中の状態の変化にも注意し、少しでも異常を認めたときは、ためらうことなく

病院に搬送しましょう。

労働保険年度更新のお知らせ

労働保険の年度更新は、あらかじめの手続きにより、

◆ 口座振替で労働保険料が納付できます！
◆ 電子申請で監督署等の窓口に出向くことなく手続きすること
ができます。

＊厚生労働省ホームページ 労働保険口座振替 もしくは 労働保険電子申請 をご覧
ください。

申告と納付は、７月１１日（月）までに

検索 検索


